
京都府最低賃金
２００９年

１０月１７日～
時間額

※京都府下の事業所で働くすべての労働者に対し
て、時間額729円以上の賃金を支払う必要があり
ます。
※最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる
基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給
と諸手当（ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族
手当などを除きます。営業手当などは含まれま
す。）が対象となります。逆に、以下の賃金は最
低賃金の対象から除外されます。
・臨時に支払われる賃金＝結婚手当など。
・１ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金＝賞与
など。
・所定労働時間を超える期間の労働に対して支払わ
れる賃金＝時間外割増賃金など。所定労働日以
外の労働に対して支払われる賃金＝休日割増賃
金など。
・午後１０時から午前５時までの間の労働に対して
支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金
の計算額を超える部分＝深夜割増賃金など。・精
皆勤手当、通勤手当及び家族手当。
※最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金
があります。（上限額５０万円＜最低賃金法第４
０条＞）
※例えば日給の場合の比較は、賃金額を１時間あ
たりの金額に換算します。例えば日給５４００
円、一日の所定労働時間７時間３０分の場合、５
４００円÷７．５時間≒７２０円となり、京都府
最低賃金７２９円を下回り違反となります。
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